
幼児教育・保育の無償化について 

 

１ 制度の概要 

 （1）目的 

   急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を

推進する一環として、子育てを行う家庭の経済負担の軽減を図るため、教育及び保育等を行

う施設等の利用に関する給付を行う。 

 （2）実施時期 

   令和元年１０月１日 

 （3）給付の種類 

   ① 子ども・子育て支援給付 

    ア 施設型給付費（幼稚園、保育所、認定こども園など）、地域型保育給付費 

    イ 施設等利用費（幼稚園〈未移行〉、認可外保育施設、預かり保育事業など） 

   ② その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援 

補足給付事業（食材料費（副食費））など 

 （4）事業の実施主体と経費の負担 

   ① 実施主体 

     東広島市 

   ② 経費の負担 

     （2）①の実施に要する給付費の負担割合 

国１／２、都道府県１／４、市町村１／４ 

      ただし、公立施設（幼稚園、保育所、認定こども園）は市町村１０／１０ 

     （2）②の実施に要する給付費の負担割合 

       国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 

（令和元年度に限り、地方負担分について全額国費で負担） 

 （5）対象者 

   ① 子ども・子育て支援給付 

    ア ３歳から５歳までの小学校就学前の子どもで、市の給付認定を受けた者 

    （※対象者数：公立幼稚園 約 200人、私立幼稚園 約 1,400人（国立大附属を含む）） 

    イ ０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもで、市の給付認定を受けた者 

    ② 補足給付事業 

     年収 360万円未満相当世帯の子ども及び第３子以降の子ども 

    （※対象者数（見込）：公立幼稚園 約 30人、私立幼稚園 約 190人） 

 （6）対象施設 

    市町村の確認を受け、公示された施設 

 （7）給付額及び給付総額 

   ① 子ども・子育て支援給付 
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ア 施設型給付費 

      利用料は無償 

      給付総額は公立幼稚園の場合、0円 

イ 施設等利用費 

   新制度未移行の幼稚園は月額上限 25,700円、国立大学附属幼稚園は月額上限 8,700

円まで無償化 

給付総額（予算） 221,598千円 

   ② 補足給付事業（食材料費（副食費）） 

     月額上限 4,500円 

 （8）申請及び給付の方法 

   給付認定申請書の提出により審査し、認定通知後、基本的に法定代理受領により給付（現

物給付）。（やむを得ない場合は償還払い） 

 （9）今後の予定 

    ７月～    事業所へ説明会（施設等確認申請書の配付、申請書の提出） 

           保護者へ説明（給付認定申請書の配付、申請書の提出） 

    ８月     施設等確認申請書の審査、給付認定申請書の審査 

    ９月     認定の通知、 

    １０月    施設等の公示 

 

２ 事業の推進体制 

 （1）実施所属 

    こども未来部 保育課 

学校教育部 学事課 

    健康福祉部 障害福祉課 

 （2）所掌事務 

    基本的な事務は保育課が実施。（施設の確認、対象者の認定等） 

    公立幼稚園、私立幼稚園〈未移行〉、国立大学附属幼稚園に係る事務の一部は学事課が実

施するが、支給に係る事務は全て学事課で実施。 

 




